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◎  ２ 月 定 例 会 付 議 事 件  

 

 △  広 域 連 合 長 提 出 議 案  

  第 １ 号 議 案   佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例 の 一 部 を  

         改 正 す る 条 例 に つ い て  

  第 ２ 号 議 案   佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 臨 時 特 例 基 金 条 例  

         の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て  

  第 ３ 号 議 案   平 成 22年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 予 算  

  第 ４ 号 議 案   平 成 22年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予  

         算  

  第 ５ 号 議 案   平 成 21年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 ２ 号 ) 

  第 ６ 号 議 案   平 成 21年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補  

         正 予 算 （ 第 ２ 号 ）  

  第 ７ 号 議 案   佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員 の 選 任 に つ い て  

 

 △  選 挙 ・ 選 任 等  

  佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 議 会 議 長 の 選 挙 に つ い て  

  議 会 運 営 委 員 会 委 員 の 補 欠 選 任 に つ い て  

  議 決 事 件 の 字 句 及 び 数 字 等 の 整 理 に つ い て  
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平成22年２月22日（月）   午前10時   開会 

 

出  席  議  員 

 

１．坂 口  久 信 ２．草 場  祥 則 ３．西 山  正 吉 

４．西 原  好 文 ５．原 田  謹 吾 ６．田 代  正 昭 

７．友 田  国 弘 ９．吉 富    隆 10．酒 井  恵 明 

12．永 沼    彰 13．神 近  勝 彦 14． 村  昌 幸 

15．小 池  幸 照 16．杉 原  豊 喜 17．前 田  教 一 

18．牛 島  和 廣 19．森 山    林 20．田 中  秀 和 

21．堤    正 之 22．江 頭  弘 美  

 

 

 

 

 

欠  席  議  員 

 

８．宮 原  宏 典 11．重 松    操  

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

 

広 域 連 合 長  横 尾  俊 彦 

副 広 域 連 合 長  田 中  源 一 

事 務 局 長  馬 場  俊 行 

業 務 課 長  川 副  梅 夫 

副 広 域 連 合 長  秀 島  敏 行 

会 計 管 理 者  野 口  好 孝 

副事務局長兼総務課長  井 邊  正 文 
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◎ 開  会 

○西山正吉副議長 

 皆さんおはようございます。これより佐賀県後

期高齢者医療広域連合議会定例会を開会いたしま

す。 

 本日の会議を開きます。 

◎ 議席の指定 

○西山正吉副議長 

 日程により、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第２項の規定により、

お手元に配布しております議席表のとおり指定い

たします。 

◎ 議長選挙 

○西山正吉副議長 

 次に、日程により、議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法

第118条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思いますが、御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指

名推選と決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法につきましては、

副議長において指名することにいたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、副議長において

指名することに決定しました。 

 それでは、指名いたします。 

 佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議長に、江

頭弘美議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま指名いたしました

江頭弘美議員を、佐賀県後期高齢者医療広域連合

議会議長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名い

たしました江頭弘美議員が、佐賀県後期高齢者医

療広域連合議会議長に当選されました。 

 当選人に対し、本席から会議規則第32条第２項

の規定により告知いたします。 

    〔当選告知〕 

 それでは、江頭議長、登壇の上、ごあいさつを

お願いいたします。 

○江頭弘美議長 

 皆様、改めましておはようございます。 

 ただいま議長に御推挙いただきました佐賀市議

会副議長の江頭弘美でございます。浅学非才の身

ではありますけれども、皆さん方の御協力を仰ぎ

ながら、一生懸命議長職を務めてまいりたいと思

います。 

 この連合議会、今回、新政権によりまして、見

直し、そして廃止の意向とかいろいろ問題があり

ますけれども、そういうときだからこそ、本当に

私たち議員議論をし合って、よりよい方向を見つ

け出さなければいけないというふうに思います。 

 皆さん方の御協力を仰ぐことをお願いいたしま

して、議長就任のごあいさつにかえさせていただ

きます。御協力よろしくお願いいたします。 

（拍手） 

○西山正吉副議長 

 これで副議長の職務を終わりましたので、議長

と交代いたします。 

 御協力まことにありがとうございました。 

    〔議長交代〕 

◎ 会期の決定 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、会期の決定を議題といたし

ます。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１

日間としたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期

は本日１日間と決定いたしました。 

◎ 議事日程 

○江頭弘美議長 

 次に、本定例会の議事日程は、お手元に配布い

たしております日程表のとおりといたします。 

◎ 諸報告 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、諸報告をいたします。 

 報告の内容につきましては、配布いたしており
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ます報告第１号のとおりです。 

 

報告第１号 

諸  報  告 

 

○例月出納検査等の報告について 

 平成21年９月７日から平成22年１月26日までに、

監査委員から例月出納検査及び定期監査の結果に

ついて下記のとおり報告された。 

 その内容は、それぞれ議員各位にその（写）を

送付したとおりである。 

記 

 ９月７日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成21年 

      度７月分） 

 ９月30日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成21年 

      度８月分） 

 11月５日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成21年 

      度９月分） 

 11月26日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成21年 

      度10月分） 

 12月25日 平成21年度定期監査の結果報告書 

      （平成21年４月１日～平成21年９月

      30日執行分） 

 １月13日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成21年 

      度11月分） 

 １月26日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成21年 

      度12月分） 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、会議録署名議員の指名を行

います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によ

り、議長において村議員及び小池議員を指名い

たします。 

◎ 議会運営委員会委員の補欠選任 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、議会運営委員会委員の補欠

選任を行います。 

 お諮りいたします。議会運営委員会委員の選任

につきましては、委員会条例第３条第１項の規定

により、堤正之議員、友田国弘議員、森山林議員、

以上３名を指名したいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、指名いたしまし

たとおり議会運営委員会委員に選任することに決

定いたしました。 

 しばらく休憩いたします。 

          午前10時７分 休 憩 
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平成22年２月22日（月）   午前10時16分   再開 

 

出  席  議  員 

 

１．坂 口  久 信 ２．草 場  祥 則 ３．西 山  正 吉 

４．西 原  好 文 ５．原 田  謹 吾 ６．田 代  正 昭 

７．友 田  国 弘 ９．吉 富    隆 10．酒 井  恵 明 

12．永 沼    彰 13．神 近  勝 彦 14． 村  昌 幸 

15．小 池  幸 照 16．杉 原  豊 喜 17．前 田  教 一 

18．牛 島  和 廣 19．森 山    林 20．田 中  秀 和 

21．堤    正 之 22．江 頭  弘 美  

 

 

 

 

 

欠  席  議  員 

 

８．宮 原  宏 典 11．重 松    操  

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

 

広 域 連 合 長  横 尾  俊 彦 

副 広 域 連 合 長  田 中  源 一 

事 務 局 長  馬 場  俊 行 

業 務 課 長  川 副  梅 夫 

副 広 域 連 合 長  秀 島  敏 行 

会 計 管 理 者  野 口  好 孝 

副事務局長兼総務課長  井 邊  正 文 
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○江頭弘美議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

◎ 議会運営委員会委員長互選結果報告 

○江頭弘美議長 

 この際、報告をいたします。 

 ただいまの休憩中に議会運営委員会が開かれま

して、委員長の互選が行われ、その結果の報告を

受けましたので、発表いたします。 

 議会運営委員会委員長、森山林議員、以上のと

おりであります。 

◎ 議案上程 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、第１号議案 佐賀県後期高

齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例について、第２号議案 佐賀

県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨

時特例基金条例の一部を改正する条例について、

第３号議案 平成22年度佐賀県後期高齢者医療広

域連合一般会計予算、第４号議案 平成22年度佐

賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計予算、第５号議案 平成21年度佐賀県後期高

齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）、

第６号議案 平成21年度佐賀県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）、第７号議案 佐賀県後期高齢者医療広域連

合監査委員の選任についてを一括して議題といた

します。 

◎ 提案理由説明 

○江頭弘美議長 

 提案理由の説明を求めます。 

○横尾俊彦広域連合長 

 おはようございます。本日、平成22年２月佐賀

県後期高齢者医療広域連合議会定例会の開会に当

たり、一言ごあいさつを申し上げ提案理由説明を

行います。 

 昨年は、制度開始から２年目の年に当たりまし

て、おかげさまで当初のような混乱もなく、議員

各位の御理解と御協力を得まして、構成市町と連

携をとりながら、制度運営に努めているところで

ございます。 

 御承知のように、昨年９月に後期高齢者医療制

度廃止をマニフェストに掲げた鳩山新政権が発足

をし、現行制度につきましては、平成22年度末

（10ページで訂正）をもって廃止されるという方

向づけをされたところであります。 

 制度廃止後の新たな制度の構築につきましては、

厚生労働大臣が主宰される「高齢者医療制度改革

会議」において議論をすることとされ、高齢者の

方々にとってよりよい制度となるよう、新たな制

度についての具体的な検討が進められているとこ

ろであります。検討に当たっての基本的な考え方

として、次の６項目を基本に進められております。 

 まず第１に、後期高齢者医療制度は廃止する。

第２に、マニフェストに掲げている「地域保険と

しての一元的運用」の第一段階として、高齢者の

ための新たな制度を構築する。第３に、後期高齢

者医療制度の年齢で区分するという問題を解消す

る制度とする。第４に、市町村国保などの負担増

に十分配慮をする。第５に、高齢者の保険料が急

に増加したり、不公平なものとならないようにす

る。そして第６に、市町村国保の広域化につなが

る見直しを行う。 

 以上の６点でありますが、私も全国後期高齢者

医療広域連合協議会会長として、当改革会議の委

員の任命を受け、現在、その改革会議の中におい

て、これまでの制度運営の経緯を踏まえた立場で、

国に意見を届けているところでございます。 

 このような国への提言や本広域連合の運営につ

きましては、これからも議員各位の御助言・御指

導を賜りますようお願いを申し上げます。 

 それでは、議案の概要について説明を申し上げ

ます。 

 初めに、第１号議案の佐賀県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例についてでございます。 

 本条例につきましては、平成22年度及び23年度

の保険料率、並びに平成22年度以降の保険料の軽

減措置を定めるため提案をするものであります。 

 本条例の主な内容としましては、平成22年度及

び平成23年度の保険料率についてでありますが、

所得割率を1000分の88、被保険者均等割額を４万

7,400円とし、現行と同じ保険料率といたしてお
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ります。 

 なお、保険料率の算定に当たりましては、保険

料の増加を抑制するため、本年度の剰余金や、県

に設置されております財政安定化基金を取り崩し

て活用することといたしております。 

 また、所得の低い方への保険料の軽減措置につ

きましても、現行と同じ軽減措置を継続すること

といたしております。 

 次に、第２号議案の佐賀県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部

を改正する条例についてでございます。 

 本条例につきましては、平成22年度以降の保険

料軽減にかかわる財源を国から受け入れ、基金に

より管理する必要があるため、提案するものであ

ります。 

 次に、第３号議案の平成22年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合一般会計予算でございます。 

 予算の内容につきましては、主に広域連合の運

営経費でございまして、大部分は派遣職員の人件

費が占めており、歳入歳出予算の総額は、それぞ

れ１億9,527万9,000円といたしております。 

 次に、第４号議案の平成22年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算でご

ざいます。 

 歳入歳出予算の総額は、それぞれ1,044億9,648

万2,000円といたしております。 

 歳入につきましては、保険給付費等の財源とし

て、市町負担金、国・県支出金、支払基金交付金、

臨時特例基金からの繰入金等を措置しております。

 歳出につきましては、保険給付にかかわる費用

として、1,035億4,787万4,000円、また被保険者

の健康診査にかかわる費用として、１億370万3,0

00円などを措置しております。 

 次に、第５号議案の平成21年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）につ

いてでございます。 

 今回の補正の主な内容は、職員の期末勤勉手当

の減額によるもので、補正の額は353万円を減額

をし、歳入歳出予算の総額は、それぞれ１億9,589

万8,000円といたしております。 

 次に、第６号議案の平成21年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）でございます。 

 今回の補正の主な内容は、平成22年度の保険料

の軽減措置の財源である高齢者医療制度円滑運営

臨時特例交付金を国から受け入れ、基金へ積み立

てることでございます。補正の額は、７億5,553

万3,000円を増額をし、歳入歳出予算の総額は、

それぞれ1,037億422万6,000円といたしておりま

す。 

 そして次に、第７号議案の佐賀県後期高齢者医

療広域連合監査委員の選任についてでございます。 

 前監査委員の中村耕三氏が、平成22年１月31日

をもって退職をされたことに伴い、その後任とい

たしまして松尾隼雄氏を選任するため、御同意を

お願いするものでございます。 

 以上、今回提案いたしました各議案について御

説明申し上げました。よろしく御審議いただきま

すようお願いを申し上げます。 

 なお、冒頭部分で、１ページ目の３段落目でご

ざいますが、「平成22年度末」と申し上げました

が、正確には「平成24年度末」をもって廃止され

るとなっておりますので、訂正をよろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

◎ 議案に対する質疑 

○江頭弘美議長 

 以上で、提案理由説明は終わりました。 

 これより議案に対する質疑に入りますが、ただ

いまのところ通告はありません。 

 ほかに御質疑はありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑は終結いたします。 

◎ 広域連合一般に対する質問 

○江頭弘美議長 

 これより広域連合一般に対する質問に入ります

が、通告がございませんので、これをもって広域

連合一般に対する質問は終結いたします。 

◎ 討  論 

○江頭弘美議長 

 これより討論に入りますが、討論はありません
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か。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、これをもって討論は終結いたします。 

◎ 採  決 

○江頭弘美議長 

 これより議案の採決を行います。 

 まず、第１号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第１号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第２号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第２号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第３号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第３号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第４号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第４号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第５号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第５号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第６号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第６号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第７号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は同意することに御異

議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、第７号議案は同

意することに決定いたしました。 

◎ 議決事件の字句及び数字等の整理 

○江頭弘美議長 

 次に、議決事件の字句及び数字等の整理につい

てお諮りいたします。 

 今定例会において議案等が議決されましたが、

その条項、字句、数字、その他の整理を必要とす

るときは、会議規則第43条の規定により、その整

理を議長に委任されたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、条項、字句、数

字、その他の整理は議長に委任することに決定い

たしました。 

◎ 閉  会 

○江頭弘美議長 

 以上をもちまして、議事の全部を終了いたしま

したので、会議を閉じます。 

 佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉

会いたします。 

          午前10時28分 閉 会   

 

◎ 松尾隼雄監査委員選任あいさつ 

○江頭弘美議長 

 そのまま御着席をお願いいたします。 

 ただいま、議会の同意により選任されました松

尾隼雄様から、皆様にごあいさつを申し上げたい

旨の申し出がありましたので、この際、演壇にお

いてごあいさつをお願いいたします。 

○松尾隼雄監査委員 

 ただいま監査委員の選任の同意をいただきまし

た松尾隼雄でございます。今後ともよろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

○江頭弘美議長 
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 これをもって散会いたします。 
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